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情報システムの証跡管理について（通知） 

 

 

 

標記について、防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１

６０号）第３０条第１項及び、防衛省の情報保証に関する訓令の運用について

（防運情第９２４８号。１９．９．２０）第５第３項第１号④に規定する証跡

の保存期間の基準については、下記のとおりとする。 

 

記 

 

 

１ 証跡の保存期間について 

証跡の保存期間は、５年を基準とし、当該情報システムが換装又は運用が 

終了するまでの間はこれを適切に管理するものとする。 

 

２ 証跡の保存期間の適用時期について 

証跡の保存期間については、平成２９年４月１日以降の証跡から適用する 

ものとし、それまでの間においては、なお従前の例によるものとする。ただ 

し、当該期日以前の証跡を保存することを妨げない。 
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